
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答

1 金抜設計書　特記仕様書
事前調査の結果、草木・樹木・切株・その他施工の支障となるものが発
覚し、伐採・伐木・除根・その他の対応が必要になる場合、必要な費用
は協議のうえ設計変更の対象となりますか。

協議の上、監督員が必要と認めた場合は設計変更の対象となります。

質問書に対する回答⑥

　件名）常磐自動車道　谷和原管内遮音壁設置工事


